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これまでの人口減少対策に係る市議会からの提言に対する 
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

1

【上越ふるさと暮らし支援セン
ター】の業務を拡充する。
（目的）
当市へ移住・定住を希望される
方が、よりスムーズに移住して
いただけるようにサポートする
ことを目的として、以下の業務
を行う。
・移住・定住相談にワンストッ
プ窓口で対応する。
・移住・定住支援施策を検討・
実施する。
・全庁的な対応のための調整を
行う。

・相談対応については、自治・地域振興課
内に設置している「上越市ふるさと暮らし
支援センター」をワンストップ窓口として
移住検討者からの相談に応じているほか、
相談内容により関係課や各区総合事務所、
関係団体等と連携して対応している。
・支援施策については、賃貸住宅の家賃、
住宅の取得費用やリフォーム費用に対する
補助制度を創設するなど、移住促進に有用
と考えられる施策を検討・実施している。
・全庁的な対応のための調整については、
移住相談の都度、関係課等と情報を共有し
対応しているほか、定期的に関係課及び各
区総合事務所の職員による会議を開催し、
取組の進捗や移住の状況について情報共有
を図っている。

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

都市整備
部
（建築住
宅課）

3

【空き家情報バンク】
市内の空き家に関する情報を収
集して、入居可能な空き家を
ホームページなどで紹介する。

・平成28年5月に、公益社団法人新潟県宅地
建物取引業協会と協定を締結し、「上越市
空き家情報バンク」を開設し、市ホーム
ページほかによる周知を図る等運用してい
る。
（令和3年度末実績：登録件数117件、成約
件数54件）
・令和4年10月には、新たに公益社団法人全
日本不動産協会新潟県本部とも協定を締結
したところであり、バンクの更なる充実を
図ることとしている。

都市整備
部
（建築住
宅課）

⑴　平成27年10月提言に対する市の取組

2

【お試し居住】
移住・定住を希望される方に、
仕事や住まいの確保のために、
照明器具や冷蔵庫などの家電付
きの入居可能な市営住宅や空き
家を短期間、低料金で提供す
る。

・市内の団体や個人が所有している施設に
ついて、当市へ来訪してもらい実際の移住
へとつなげるきっかけとなるよう、市や県
のホームページ等で紹介しているほか、移
住体験ツアーの申込み受付時に参加者へ紹
介し、利用を促進している。
・当市への移住希望者が、仮住まいし、短
期間、当市の生活を体験する「お試し居
住」事業への公営住宅の提供については、
公営住宅法に規定されている真に住宅に困
窮し、かつ無収入・低収入の要援護者・住
宅困窮者を対象とした公営住宅の設置の趣
旨、入居要件とは性質が異なることから、
実施する予定はない。

⑴
移
住
・
定
住
支
援
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

農林水産
部
（農政
課）

都市整備
部
（建築住
宅課）

5

【（仮称）移住・定住支援協議
会の設置】
市内全区にまちづくり団体や移
住された方を中心に組織した協
議会を設置し、行政と協働で移
住・定住者の支援を行うととも
に、協議会が連携して移住・定
住の促進を図る。

・市内には、地域住民が主体的に移住者の
受入れやサポートを行う団体があり、活動
されている。一方で、移住者の受入れにつ
いては地域毎に温度差があるため、一律的
な市内全区での協議会設置については取り
組んでいない。
・地域の移住サポート団体とは、移住定住
に係る取組について意見交換を行っている
ほか、移住検討者や移住者の情報を共有
し、移住前後のサポートに連携して取り組
んでいる。
・移住者の受入れを希望する町内会とは、
移住者受入れについて協議を行い当該町内
会の状況をホームページ等で紹介している
ほか、移住体験ツアー参加者の受入れを連
携して行っている。

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

6

【Uターンの促進】
当市出身者に各区のまちづくり
団体やふるさと会などと連携し
て、移住・定住支援策をはじ
め、人口減少対策の支援策につ
いて、積極的なPRに努める。

・当市の移住促進に係る取組を知っていた
だき、Uターンに向けた関心を高めていただ
くため、ふるさと上越ネットワークのたよ
りへの掲載や会員へのチラシ配布により、
市独自の移住イベントの周知を行ってい
る。
・また、広報上越への掲載や報道機関への
情報提供等により、市内に居住する方に移
住促進に係る取組等の周知を図る中で、移
住を検討している自身の家族や知人等への
情報提供を依頼している。

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

4

【移住・定住リフォーム補助】
子育て世代の移住・定住者に空
き家リフォーム補助金を交付す
る。

・移住者に対する住まい確保の支援とし
て、市外からの移住に伴い購入した空き家
のリフォームを支援する「空き家定住促進
利活用補助金」(平成29年度創設)や、自分
又は親の生家に移住する際に行う家屋のリ
フォームに対する「定住促進生家等利活用
補助金」(平成30年度創設)による支援を
行っている。(子育て世代に対する加算あ
り。)
・また、新たな農業の担い手を確保し、地
域農業の振興を図るとともに、空き家の利
活用による地域の活性化及び移住定住を促
進するため、平成30年度に「上越市新規就
農者空き家リフォーム補助金」を創設して
いる。補助対象者は市内の新規就農者や市
内に就農予定の移住者とし、補助額はリ
フォームに係る経費の1/3以内（上限60万
円）の交付に加え、農業振興の観点から中
山間地域への移住や農家民宿・農家レスト
ランの開業などの場合には補助額を加算す
る仕組みを設けている。
・このほか、若者や子育て世代の当市への
移住定住を応援するとともに地域の活力向
上を図ることを目的に、住宅の新築や建
売・中古住宅の購入を対象とした補助制度
を創設し、子育て世帯には加算金を設けて
いる。

⑴
移
住
・
定
住
支
援
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

企画政策
部
（企画政
策課）

自治・市
民環境部
（共生ま
ちづくり
課）

企画政策
部
（企画政
策課）

自治・市
民環境部
（共生ま
ちづくり
課）

企画政策
部
（企画政
策課）

自治・市
民環境部
（共生ま
ちづくり
課）

8

7

【婚活バンク】
結婚希望者や独身の子を持つ親
の情報を管理し、婚活情報を提
供する。

・結婚のマッチングについては、ビッグ
データを活用した県の婚活マッチングシス
テム「ハートマッチにいがた」があるほ
か、新潟県仲介協会など民間においても
様々な取組が行われている。
・市が独自に個人情報を収集、管理し提供
をする「婚活バンク」については、こうし
た県の婚活マッチングシステム「ハート
マッチにいがた」等があるため、設置は考
えていない。

⑵
結
婚
支
援

【（仮称）エンゼルサポートセ
ンター】を設置する。
（設置目的）
結婚希望者や親からの相談に対
応し、婚活パーティーや親の集
いなどのイベント情報の案内な
ど、パートナー探しからお見合
いまでサポートする。

・当市では潜在的な結婚希望者が多い（令
和元年度「若者・子育て世代の市民アン
ケート」では未婚者のうち、約83％が結婚
したいと回答）ことから、結婚したい人が
パートナーに出逢えるよう、個人に寄り
添った支援が必要と認識している。
・具体的な支援策については、効果を見極
めながら、段階的に取り組む予定としてお
り、まずは結婚に向けた意識啓発や結婚希
望者の出逢いの場への参加の後押しに向け
た取組の実施を検討している。
・なお、提言のあった「（仮称）エンゼル
サポートセンター」など、出逢いや結婚に
対する支援体制の整備については、県が
「地域の世話焼き人制度」を令和5年度から
本格化させることを踏まえ、市として設置
する必要性やその効果について、引き続
き、研究していく。

9

【結婚相談員】
結婚相談に対応した相手探しか
らお見合いまでサポートする。

・当市では潜在的な結婚希望者が多い（令
和元年度「若者・子育て世代の市民アン
ケート」では未婚者のうち、約83％が結婚
したいと回答）ことから、結婚したい人が
パートナーに出逢えるよう、個人に寄り
添った支援が必要と認識している。
・具体的な支援策については、効果を見極
めながら、段階的に取り組む予定としてお
り、まずは結婚に向けた意識啓発や結婚希
望者の出逢いの場への参加の後押しに向け
た取組の実施を検討している。
・なお、提言のあった「結婚相談員」な
ど、出逢いや結婚に対する支援体制の整備
については、県が「地域の世話焼き人制
度」を令和5年度から本格化させることを踏
まえ、市として設置する必要性やその効果
について、引き続き、研究していく。

3



№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

企画政策
部
（企画政
策課）

自治・市
民環境部
（共生ま
ちづくり
課）

11

【保育料の軽減】
第3子からの保育料の無料化を
実施する。また、5年を目途に
段階的に保育料の完全無料化に
取り組む。

①平成28年度に、国の基準に基づき、年収
約360万円未満世帯の第3子以降の保育料を
無料化した。
②さらに平成29年度に、市独自軽減とし
て、年収約470万円未満の第3子以降の無料
化を実施している。
③令和元年10月からは、幼児教育・保育の
無料化に伴い、3歳以上児及び住民税非課税
世帯の3歳未満児の保育料をそれぞれ無料化
している。
④令和4年度には、市独自の制度として、2
歳児について、年収約265万円未満世帯の保
育料を無料化、年収約500万円未満世帯の保
育料を半額とし、軽減措置を拡充した。

健康子育
て部
（保育
課）

12

【医療費補助の拡充】
中学校卒業までの通院・入院補
助を高校卒業まで拡充する。

・子育て世帯への経済的負担軽減の観点か
ら、子ども医療費の助成対象を段階的に拡
充しており、平成28年9月から、高校生まで
を助成対象としている。
・なお、平成30年9月から、未就学児及び市
民税非課税世帯の小学生を一部負担金なし
の無料としている。

健康子育
て部
（こども
課）

⑵
結
婚
支
援

10

【婚活イベントの推進】
街コンや趣味コンなど、市内各
団体に婚活イベントの開催を委
託し、経費の一部を補助する。

・当市では潜在的な結婚希望者が多い（令
和元年度「若者・子育て世代の市民アン
ケート」では未婚者のうち、約83％が結婚
したいと回答）ことから、結婚したい人が
パートナーに出逢えるよう、個人に寄り
添った支援が必要と認識している。
・具体的な支援策については、効果を見極
めながら、段階的に取り組む予定としてお
り、まずは結婚に向けた意識啓発や結婚希
望者の出逢いの場への参加の後押しに向け
た取組の実施を検討している。
・なお、提言のあった「婚活イベントの推
進」については、第2期総合戦略に位置付け
た民間団体等の取組を支援する「地方創生
推進事業補助金」において、「婚活」や
「自然な出逢いの場の創出」などの事業を
支援した実績があり、引き続き、当該補助
金を通じて民間団体等の取組を支援してい
く。

⑶
子
育
て
支
援

4



№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

13

⑷
市
の
P
R
機
関
と
し
て
【
（
仮
称
）
子
育
て
一
番
上
越
市
協
力
隊
】
の
設
置

市在住の女性で組織し、少子化
対策や子育て支援に対する助言
や要望とともに、当市が子育て
一番のまちであることのPR活動
を行い、子育て環境が整った
「住み続けたいまち」「選ばれ
るまち」づくりのために行動す
る。

・公益社団法人日本青年会議所が提唱し、
企業や自治体が子どもを産み育てやすい社
会の実現に向けて、子育てを支える優しい
社会づくりに取り組む「ベビーファースト
運動」に参画し、アクションプランを定め
るとともに、当市の子育て支援策につい
て、広くPRしている。

健康子育
て部
（こども
課）

5



№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

産業観光
交流部
（産業政
策課、産
業立地
課）

⑸
雇
用
対
策
等

UIJターンの推進を図るために
は、雇用対策等の課題解決が重
要であり、企業誘致、ワーク・
ライフ・バランス、育休復帰支
援など、さまざまな問題に取り
組む必要があり、法的整備や民
間団体・企業の協力も不可欠な
ことから、委員会では任期中に
具体的な対策（案）を検討・提
言することは不可能と判断し、
現施策を広くPRするなど、効果
的に実施されることを要望す
る。

【UIJターンの促進】
・コロナ禍の影響に伴う地方回帰の動きを
捉え、移住・就業支援金等による支援を行
い、UIJターンの促進を図っている。

【ワーク・ライフ・バランスの推進】
・市内事業所に対して各種セミナーを開催
するとともに、市ホームページで国等の各
種施策の周知に努めている。

【企業誘致】
・ＩＴ技術の進化や働き方の多様化、さら
にコロナ禍によるリモートワークの普及な
どによる地方への拠点整備の動きを捉え、
若者や子育て世代にとって魅力的な働く場
を創出するため、ＩＴ企業等のサテライト
オフィス誘致に取り組んでいる。
・現在、長期的なビジョンの策定を行う予
定はないが、令和4年度はＩＴ企業等の誘致
において、ＩＴ業界に精通する企業に委託
し、同社が持つ広いネットワークを活用し
た企業誘致ツアーの開催やＰＲ動画の作
成・ＷＥＢ広告による発信を実施してお
り、進出に向けて検討を進めている企業が
ある。また、当市にマッチするターゲット
企業の絞り込みやアプローチなど新たな誘
致手法及び当市の魅力を踏まえた他市との
差別化による戦略の検討を行っているとこ
ろである。
・あわせて、これまでに誘致実績のある地
縁者や当市に関わりのある企業へのアプ
ローチも継続しており、Ｒ4年度は数社が進
出予定。

14

6



№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）

健康子育
て部
（こども
課）

産業観光
交流部
（産業政
策課）

総合的、全体的な暮らし支援の
取組はむろん重要であるが、時
として一点集中も重要である。
人口減少に歯止めをかけ、逆に
人口増加を促すことを展望し
て、定着人口増につながる特定
分野の取組に力を集中し、「～
～なら上越市」と言える実績を
作る。
その分野としては、移住定住対
策、子育て支援、雇用対策とし
ての市内中小企業支援等が考え
られる。

【移住定住対策】
・移住先として当市を選び定住していただ
くためには、子育てや暮らしの環境、働く
場の確保が重要であり、移住定住に係る取
組はこれらを後押しするものであると考え
ている。
・今後もこれら暮らしの情報や豊かな自然
環境などの魅力をしっかりとＰＲするとと
もに丁寧な相談対応に努め、当市への移住
定住につなげていく。

【子育て支援】
子育て世帯を対象とした主な経済的支援と
して次のとおり実施している。
①妊産婦医療費の助成
②子ども医療費の助成
・18歳までの児童の医療費を助成
・未就学児童及び市民税非課税世帯の小学
生の一部負担金を無料化
③保育料の軽減
・3歳から5歳児クラスは無料
・0歳から2歳児クラスは市民税非課税世帯
は無料
・2歳児は所得条件により、無料（年収約
265万円未満世帯）、半額（年収約500万円
未満世帯）
・経済的理由によって就学・就園が困難と
認められる児童・生徒の保護者に対して、
全額助成

【雇用対策】
・雇用対策として、移住定住による労働人
口確保のための施策に取り組んでいる。
・また、移住・就業支援金において、独自
の加算を設け移住者の増加を図れるよう取
組んでいるところである。また、移住者の
経済的負担の軽減を図るため、市外から転
入し、市内企業で就労する方の家賃補助に
加え、今まで対象となっていなかった起業
者やテレワーカー等に対しても要件を拡充
し取り組んでいる。

⑵　平成30年5月提言に対する市の取組

1

1
限
ら
れ
た
分
野
で
あ
っ
て
も
、
予
算
や
人
材
を
集
中
し
た
取
組
の
推
進
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

3

3
市
民
と
の
連
携
強
化

人口が減少していくことで、究
極的に不利益を被る主体は現在
の市民である。その主体たる市
民との情報と認識の共有を前提
に、問題解決の施策づくりに向
けた情報収集や意見交換などの
連携をより積極的に行うべきで
ある。
特に人口の減少率の甚だしい中
山間地では、実際問題としての
人口減少による日々の生活の現
状とその支援策について意見を
交換する中で、困難を利点に変
える方策へのヒントが得られる
こともある得ると考える。
同様に、市民団体を含む各種団
体や機関との情報共有や意見交
換にもより積極的に取り組む中
で、より的確な施策に結びつけ
られるようにすべきである。

・人口減少対策に限らず、市の政策や施策
の推進に当たっては、必要に応じて市民や
団体の皆さんと意見交換やワークショップ
を行い、連携を図りながら、取組を進めて
いる。
・現在策定中の第7次総合計画においても、
「市民起点による取組」と「連携、協働・
共創」の推進を掲げており、各種施策・事
業において展開を図っていく。

企画政策
部
（企画政
策課）

2

2
上
越
市
の
存
在
と
取
組
を
全
国
に
P
R
す
る
大
規
模
な
宣
伝
活
動
の
推
進

上越市の存在そのものを全国規
模にし、同時に1での取組につ
いて首都圏を中心とした全国の
国民に知らしめることのできる
PR活動を行うことが重要であ
る。
現在でも、交流人口の増加やそ
れに付随する経済効果を狙った
観光分野でのPR活動はかなり積
極的に取り組まれている。しか
し、通常の暮らしそのものや、
上越市に暮らすことの魅力を紹
介するPR活動は緒に就いたばか
りである。行政機関の取組とし
てのみならず、専門業者のノウ
ハウを活用した「上越市の存
在」、「暮らしの魅力」、「行
政の各種施策の効果としての暮
らしやすさ」などの宣伝活動を
大いに推し進め、全国各地の移
住希望者の移住意欲の発露につ
なげるべきである。

・当市の知名度向上を図るとともに、当市
の魅力や暮らしぶり、移住を検討する上で
必要な情報を広くＰＲするため、市や県の
ホームページ等を活用した情報発信や全国
規模で開催される移住イベントへの積極的
な参加のほか、移住や新潟県等に関連する
キーワードを検索する人に、上越市の存在
や移住定住の取組を周知する広告を表示さ
せるインターネット広告及びＳＮＳ広告に
取り組んでいる。

自治・市
民環境部
（自治・
地域振興
課）
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

自治・市
民環境部
（環境保
全課）

農林水産
部
（農林水
産整備
課）

福祉部
（高齢者
支援課）

健康子育
て部
（こども
課）

4
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
基
軸
へ
の
挑
戦4

すでに取り組まれている各分野
の施策はいずれも重要である
が、これまで当市においてあま
り積極的には推進されてこな
かった分野での取組に思い切っ
て力を注ぐ施策も重要である。
具体的には、以下のような取組
の推進について、実現を前提に
検討すべきである。

◇林業の振興
間伐材による木材発電、集成材
の開発と製造、ペレットストー
ブの普及

・市では、利用間伐を推進し、木材生産量
の増産を図っている。市内で生産される木
材は、森林組合等が材質に応じて、買取価
格や輸送コスト等を考慮し、市内外の製材
所のほか、県内の木質バイオマス発電所や
合板工場、ペレット工場に供給するなど、
木材の利活用を図ることで、林業の振興、
担い手の確保に向けた取組を進めている。
・なお、脱炭素社会プロジェクトでは、令
和5年度以降の取組例として、水素エネル
ギーなど最先端の次世代エネルギーの利活
用に向けた調査研究や、公共施設への太陽
光発電の導入、電動車の普及促進、森林整
備による二酸化炭素吸収量の増加に資する
取組など、脱炭素に向けた様々な事業の検
討を行っている。
・また、脱炭素に向けた取組は、当市が有
する森林、雪、河川などの多様な自然環境
や、エネルギー港湾の直江津港など、市内
の各地域の特性や地域資源を踏まえた事業
展開を想定しているが、まずは、確立され
つつある再生可能エネルギー技術を活用し
た設備等の導入や省エネの取組、民間事業
者や各種技術の動向の調査・研究を中心に
取り組み、中・長期的には、新たな技術を
活用した事業展開を考えている。

5

すでに取り組まれている各分野
の施策はいずれも重要である
が、これまで当市においてあま
り積極的には推進されてこな
かった分野での取組に思い切っ
て力を注ぐ施策も重要である。
具体的には、以下のような取組
の推進について、実現を前提に
検討すべきである。

◇家庭内労働の有価値化
子育てや介護を労働として捉
え、それに従事する家族には基
礎年金を上乗せし、安心して子
育てや介護ができるシステムの
構築

・常時介護が必要な人（要介護3～5）を在
宅で介護している人（令和4年10月現在対象
者数：1,170人）を対象に、月額3,000円の
在宅介護手当を支給している（7月､11月､3
月にそれぞれの月の分までを支給）。
・子育て世帯に対し所得補填は行わない
が、子ども医療費の助成、保育料軽減、給
食費支援など所得状況等に基づく経済的支
援を行っている。
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№ 区分 提言内容
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

6

すでに取り組まれている各分野
の施策はいずれも重要である
が、これまで当市においてあま
り積極的には推進されてこな
かった分野での取組に思い切っ
て力を注ぐ施策も重要である。
具体的には、以下のような取組
の推進について、実現を前提に
検討すべきである。

◇余暇時間の使い方魅力向上
働く人が、職場以外のことで魅
力を感じることのできる施設や
設備の充実で他市にあまり例の
ないもの（例、アクティブス
ポーツ施設等）の整備

・利用実態やニーズの変化などを踏まえ、
既存のスポーツ施設の機能拡充や新しいス
ポーツ関連施設整備について、競技団体と
勉強会を立ち上げ検討を進めている。
・例示のアクティブスポーツ施設は、市内
ではウイングマーケット内に一般社団法人
アクティブスポーツ協会が運営する民間施
設があり、市では、ＢＭＸ、スケートボー
ドなどの競技の特殊性により公の施設以外
の施設を利用して活動する当該団体に対
し、施設の借上げに要する経費の一部の補
助などの支援を行っている。

教育委員
会事務局
（スポー
ツ推進
課）

産業観光
交流部
（産業政
策課）

教育委員
会事務局
（社会教
育課）

8

すでに取り組まれている各分野
の施策はいずれも重要である
が、これまで当市においてあま
り積極的には推進されてこな
かった分野での取組に思い切っ
て力を注ぐ施策も重要である。
具体的には、以下のような取組
の推進について、実現を前提に
検討すべきである。

◇再生可能エネルギー生産都市
の創造
中山間地の南斜面等を活用した
メガソーラーの建設、起伏地の
峰を中心とする風力発電機の設
置、農業用水路の落差を活用す
る小水力発電設備の設置などに
より、10年後に市内で3万TJの
再生可能エネルギーを産出する
ことをめざす再生可能エネル
ギー生産基地としての都市創生

・脱炭素社会プロジェクトでは、令和5年度
以降の取組例として、水素エネルギーなど
最先端の次世代エネルギーの利活用に向け
た調査研究や、公共施設への太陽光発電の
導入、電動車の普及促進、森林整備による
二酸化炭素吸収量の増加に資する取組な
ど、脱炭素に向けた様々な事業の検討を
行っている。
・また、脱炭素に向けた取組は、当市が有
する森林、雪、河川などの多様な自然環境
や、エネルギー港湾の直江津港など、市内
の各地域の特性や地域資源を踏まえた事業
展開を想定しているが、まずは、確立され
つつある再生可能エネルギー技術を活用し
た設備等の導入や省エネの取組、民間事業
者や各種技術の動向の調査・研究を中心に
取り組み、中・長期的には、新たな技術を
活用した事業展開を考えている。

自治・市
民環境部
（環境保
全課）

4
こ
れ
ま
で
に
な
い
新
基
軸
へ
の
挑
戦

7

すでに取り組まれている各分野
の施策はいずれも重要である
が、これまで当市においてあま
り積極的には推進されてこな
かった分野での取組に思い切っ
て力を注ぐ施策も重要である。
具体的には、以下のような取組
の推進について、実現を前提に
検討すべきである。

◇2つの専門大学を生かした教
育関連事業育成
市内に複数の国公立大学を有す
る数少ない地方都市である当市
の利点を生かした教育関連産業
の創業支援や社会人向け教育施
設の設置

・現在、教育関連産業に特化した創業支援
には取り組んでいない。
・公民館では、地域の魅力の再発見や地域
の課題解決、人材育成等を目的とする講座
を実施しており、この中で上越教育大学の
出前講座を活用するなどの取組も行ってい
ることから、新たに社会人向け教育施設を
設置することは、考えていない。今後も、
それぞれのライフステージに応じた講座の
企画など、地域の大学等とも連携した施策
を展開していくこととしており、その充実
に向け検討を進めていく。
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

企画政
策部
(企画
政策
課)

自治・
市民環
境部
(共生
まちづ
くり
課)

健康子
育て部
(こど
も課)

教育委
員会事
務局
(学校
教育
課)

1

①
結
婚
・
子
育
て
祝
い
金
制
度
の
創
設

・上越市若者世代・子育
て世代の市民アンケート
調査報告（令和元年 9
月）によると、「結婚し
ていない理由」につい
て、「結婚後の生活資金
が足りないと思うから
（23.1％）」、「結婚資
金 が 足 り な い か ら
（16.0％）」という回答
が多く、また「将来、結
婚生活を送るとした場合
に不安に思うこと」につ
いては「経済的に十分な
生活ができるかどうか
（55.6％）」が1位の結
果となっている。
・同調査報告によると、
「子どもをもつ上で問題
になると感じているこ
と」は「子育てや教育に
お 金 が か か り す ぎ る
（ 79.9％）」が 1位、
「子育てをする上で、不
安に思っていることや悩
んでいること」は「子育
て で 出 費 が か さ む
（ 61.1％）」が 1位と
なっている。
・若者世代には、結婚に
関する費用や結婚後の生
活資金等の経済的な心配
がある。また、その後の
子育てについても、子ど
もを産むことや育てるこ
とには多くの費用がかか
り、それに対する不安も
大きい。それらの心配や
不安を少しでも解消する
ことで、結婚や出産への
後押しとすることができ
るのではないか。
・全国の自治体を見て
も、結婚や出産の際に祝
い金や記念品、日用品等
の贈呈を行っているとこ
ろがある。

・結婚、出産、及
び子育ての節目と
なる時期に、祝い
金を送る制度を創
設すること。例え
ば、結婚時 20万
円、出産時 30万
円、幼稚園入園時
10万円、小学校入
学時20万円、中学
校入学時10万円、
高校入学時10万円
とし、幼稚園〜高
校についてはそれ
ぞれの年齢相当の
タイミングで支給
すること。
・結婚後に子ども
を産みたいという
思いを持っていた
だくために、結
婚・出産・子育て
をセットにした祝
い金制度とするこ
と。また、子育て
は長期間に渡って
お金がかかること
から、出産時だけ
ではなく、その後
も複数回に渡って
支給を行うこと。
・支給に当たって
は、一定期間市内
に居住することを
条件とすること。

・提言のあった「結婚・子育て祝
い金制度」については、提案内容
を基に積算すると、試算では毎年
度12億円を超える歳出規模とな
る。このように、今後の市の財政
運営に多大な影響を与えること、
また、制度創設に伴う効果も不明
確であることを踏まえ、現時点で
祝い金制度を創設する考えはな
い。
・一時的な支援よりも、子育て期
間を通して、継続的な支援が重要
であると考え、妊産婦医療費や子
ども医療費の助成、保育料の軽
減、給食費等の支援、小・中学校
でかかる費用（学用品等の購入
費、修学旅行費、学校給食費な
ど）の支援など、子育てが安心し
て行えるよう、様々な支援に取り
組んでいる。

⑶　令和4年5月提言に対する市の取組

区分

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て

11



№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

自治・
市民環
境部
(共生
まちづ
くり
課)

健康子
育て部
(こど
も課)

2

②
結
婚
貸
付
金
制
度

・結婚に至らない要因に
は様々なものがあるが、
特に若者の非正規雇用環
境の増加など、結婚し子
育てし易い社会の仕組み
づくりが大切である。少
子化は国難であり地方存
亡の安全保障問題とも言
える。少子化を止める方
策の一つとしては、家族
向け支援の増加策がポイ
ントと考える。このた
め、結婚を希望する若者
への直接的経済支援は結
婚に至る近道と考え、結
婚を希望する若者への経
済的支援が必要である。

・結婚時における
結婚子育て資金と
して、結婚借入制
度を創設するこ
と。
・限度額は、結婚
者2人の合算年収
の2倍までの金額
とすること。
・限度額の上限
は、 500万円とす
ること。
・借入利息は無利
息とすること。し
たがって利息は上
越市が負担するこ
と。
・返済期限は、20
年間とすること。
・借入者名義は結
婚者のどちらでも
可であるが、必ず
一方が連帯保証人
となること。
・上越市からの移
住及び離別の場合
は、結婚両者の責
任において、残金
は有利子の上返済
をすること。

・貸付である以上、夫婦が債務を
負い将来にわたり返済義務が発生
することから、提案のような「貸
付制度」が交際する者にとって結
婚へのインセンティブとなり得る
か不透明であるため、制度を創設
する考えはない。
・結婚、出産後、安心して子育て
をするためには、一時的な支援よ
りも、子育て期間を通して、継続
的な支援が重要であると考え、妊
産婦医療費や子ども医療費の助
成、保育料の軽減、給食費等の支
援、小・中学校でかかる費用（学
用品等の購入費、修学旅行費、学
校給食費など）の支援など、子育
てが安心して行えるよう、様々な
支援に取り組んでいる。

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

企画政
策部
(企画
政策
課)

自治・
市民環
境部
(共生
まちづ
くり
課)

・当市では潜在的な結婚希望者が
多い（令和元年度「若者・子育て
世代の市民アンケート」では未婚
者のうち、約83％が結婚したいと
回答）ことから、結婚したい人が
パートナーに出逢えるよう、個人
に寄り添った支援が必要と認識し
ている。
・具体的な支援策については、効
果を見極めながら、段階的に取り
組む予定としており、まずは結婚
に向けた意識啓発や結婚希望者の
出逢いの場への参加の後押しに向
けた取組の実施を検討している。
・なお、提言のあった「縁結びボ
ランティアセンター」など、出逢
いや結婚に対する支援体制の整備
については、県が「地域の世話焼
き人制度」を令和5年度から本格
化させることを踏まえ、市として
設置する必要性やその効果につい
て、引き続き、研究していく。

3

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て

③
縁
結
び
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー

・今、多くの自治体で生
涯未婚率の上昇が社会課
題になっているため、国
は人工知能（ＡＩ）や
ビックデータを使った自
治体の婚活事業に対し
て、令和3年度から自治
体への補助を拡充、本格
的な人口減少対策支援に
着手した。既に、愛媛県
や埼玉県で大きな成果を
上げている。
・当市は、まち・ひと・
しごと創生総合戦略の結
婚・出産・子育ての政策
分野があるものの、結婚
に関しては、県や民間任
せで具体的な取組は行わ
れていない。未婚率、晩
婚率の上昇により少子化
に拍車がかかり、若年層
の人口減少はすでに経済
や教育等、様々な分野に
影響を与えていることか
ら、少子化対策に密接に
関係する入り口部分の政
策（施策）を講じること
が重要である。考え方の
ポイントは以下のとおり
である。
・結婚は個人の問題とす
る考えもあるが、急速な
未婚化は大きな社会課題
として認識を深めなけれ
ばならない。
・行政が婚活事業を行っ
た場合、参加するに当
たって安心感・信頼感が
あるといわれている。さ
らに、マスコミに取り上
げられることで会員増に
つながり、ひいては成婚
率を高めていくことが期
待できる。
・人口減少により若い労
働力を確保できなけれ
ば、困るのは企業・団体
等も同じであり、企業、
団体等から当事者意識を
持ってもらうよう呼びか
け、協力依頼する。
・男女のコミュニケー
ション不足等の問題もあ
るので、「人づくり・自
分磨き」の場とする。

・有償ボランティ
アを募り、個人登
録制とする。世話
好きの方々、善意
の方々から縁結び
の協力を願うと同
時に活躍の場を確
保すること。

【処遇】㋐通常
の費用弁償等なし
㋑ 成 婚 報 酬
50,000円程度／ 1
組成立（成婚報酬
の要件･･･（例）
成婚:上越市に最
低3年間住所登録
することを前提と
する。） ㋒個人
情報保護法の遵守
等、責任ある立場
を明確にする。
・縁結び相談所の
設置とアドバイ
ザー制度を導入す
ること。
・未婚男女の登録
を推進すること。
㋐会員登録は全て
の国民を対象とす
る。
㋑縁結びボラン
ティアセンターで
行う。
㋒会員登録・相
談 ・ ア ド バ イ
ザー・紹介等に関
する費用は無料と
する。
㋓可能な限り民間
の結婚相談所等と
の連携を図る。
・人工知能（Ａ
Ｉ）、ビックデー
タ技術システムを
導入すること。
・他自治体、企
業、団体等の協力
を得ること。
※遵守事項等「縁
結びボランティア
センター」設置要
綱に定める。
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

4

④
不
妊
不
育
治
療
・
出
産
支
援

・子どもを産みたくて
も、不妊や不育に悩む夫
婦も多く、不妊治療や不
育治療には多額の費用が
かかる。上越市若者世
代・子育て世代の市民ア
ンケート調査報告（令和
元年9月）を見ると、不
妊不育治療に関する取組
の 充 実 を 求 め る 声 が
26.8%と高くなってい
る。上越市では、不妊不
育治療費助成事業とし
て、不妊不育治療検査及
び保険診療費の一部負担
金、保険適用外医療費の
自己負担分、薬局で処方
された薬の自己負担分を
助成するとして、年間上
限額を10万円と定めてお
り、利用者も令和2年度
実績は322件と多くの方
が活用している。しかし
ながら、保険適用となっ
ても3割負担により、不
妊治療は依然高額であ
り、子どもを産みたい人
の経済的負担をより軽減
する必要がある。

・令和4年4月から
の法改正によって
保険適用される特
定不妊治療に漏れ
る「着床前検査」
などの保険適用外
不妊治療があるこ
とから、現行の市
の不妊治療助成を
継続しつつ、不妊
治療は保険適用と
なっても3割負担
と高額であるた
め、現行の上限額
である10万円から
20万円に引き上
げ、子供を産みた
い家庭への負担を
減らすこと。
・不妊治療休暇を
取りやすい環境を
整備する制度を設
けること。

【不妊治療に係る支援】
・市内の不妊治療実施医療機関に
確認した保険適用後の治療状況等
を踏まえ、保険適用後の実態に合
わせた助成制度となるよう検討し
ている。
・保険適用に合わせ県の助成制度
が廃止されたが、県等に対し制度
創設の要望を行った。

【休暇を取りやすい環境の整備】
・国では、従業員が不妊治療のた
めに5日以上休暇を取得させた場
合に、最大57万円を支給する「両
立支援等助成金」により企業への
支援を行うとともに、令和4年4月
からは、既存の「子育てサポート
企業」としての認証制度である
「くるみん認定」に、新たに「不
妊治療と仕事との両立」に取り組
む企業を認定する「くるみんプラ
ス認定」を新設し、企業の意識啓
発と休暇の取得促進に取り組んで
いることから、市独自の新たな制
度を創設する予定はない。
・市は、国の制度の概要や趣旨
を、企業とその事業主に周知する
ことにより、不妊治療に対する正
しい理解が進み、男女を問わず不
妊治療休暇が取りやすい環境を整
備するとともに、すべての人が働
きやすい環境となるよう、ワー
ク・ライフ・バランスの推進等の
各種施策に取り組む。

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て

健康子
育て部
(健康
づくり
推進
課)

産業観
光交流
部
(産業
政策
課)
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

5

⑤
子
育
て
情
報
提
供
体
制
の
更
な
る
充
実

・近年の子育て環境の変
化が著しく、子育てに関
する情報が少ないこと
で、子育てに対する漠然
とした不安があり、それ
によって子どもを産むこ
とをためらう可能性があ
る。
・上越市は、非常に多く
の子育て支援事業を行っ
ており、子どもを安心し
て産むことができる場所
である。子どもを産み育
てる当事者となれば、そ
の支援を知ることはでき
るが、当事者になる前を
含む多くの市民に対して
上越市の支援の充実が伝
わっていないのではない
か。
・近年、さまざまな分野
でデジタル化やＤＸが進
んでいる。子育てに関す
る情報についてもデジタ
ル化を活用することで、
より便利に、より活発に
情報の取得や交流ができ
ると考える。

・現在妊娠時に配
布している「じょ
う え つ 子 育 て
info」や子育てに
関する情報等を、
例えば婚姻届の受
取時にも配布する
などの、早い時期
からの情報提供を
行う。また、若者
向けのイベントや
移住セミナー等の
際に、上越市の子
育て支援の充実に
ついて、より積極
的に情報発信を行
うこと。
・自治体、医療機
関、保育園・幼稚
園・学校等の連携
による情報のワン
ストップ化や、保
護者によるさまざ
まな手続きの簡略
化が可能となる、
デジタル母子手帳
を導入すること。
・「上越市子育て
応援ステーショ
ン」を活用しなが
ら、切れ目のない
子育て支援のため
に小中学生段階の
情報の強化や、子
どもをもつ親が繋
がれる場づくりの
ために親の声の紹
介や、ネット上で
情報交換ができる
場をつくること。

・婚姻届出時における子育て関連
情報の提供については、妊娠を望
まない又は望むことができない夫
婦への配慮が必要であり、現時点
で実施する考えはないが、市の施
設への配置やホームページで紹介
するなど広く周知している。
・なお、妊娠届出時に母子健康手
帳を交付する際には、妊娠期から
子育て期にわたる切れ目ない支援
が始まる重要な節目であることか
ら、保健師による面談を必須と
し、出産育児に関する見通しを立
てるための支援を行い、不安の解
消を図るとともに子育てに関する
情報提供も行っている。
・また、電子母子手帳を導入し、
母子健康手帳の記録をデジタル保
存することに加えて、妊娠・出
産・子育てに関する情報を配信す
る機能により、必要な情報提供を
行っている。令和4年6月には、子
育て関連の市政情報にアクセスし
やすく、妊娠週数や子どもの月齢
に応じたアドバイスの表示や家族
間での情報共有が可能な母子健康
手帳アプリにリニューアル済みで
ある。

健康子
育て部
(健康
づくり
推進
課、こ
ども
課)

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

6

⑴
人
口
自
然
減
対
策
に
つ
い
て

⑥
子
供
年
金
制
度

・人口減少社会は、最大
のリスクとなっている

日本は平成 20年を
ピークに総人口が有史以
来、初めて減少時代に
入った。これは国家の衰
退の始まりであり、有効
な手当てをしない限り、
日本社会は座して死を待
つ時代に入ると言っても
過言でない。
・社会の持続性が急速に
失い始めている

核家族が増え、老人
所帯が増え、コミュニ
ティが崩壊しはじめ、連
帯意識が希薄となる中、
若者もパワーを失い、自
己保身に甘んじる姿が見
える異様な社会となって
きた今、健全に推移して
きたはずの社会の持続性
が急速に失い始めてい
る。特に農山漁村は危機
的存亡の局面に直面して
いる。
・社会全体が待ち望む子
供を持ちたくなる政策を

こうしたことから、
これまでにない切り口
で、先進国比較において
も、大きく家族手当の水
準の低さが、少子化を加
速させている現状に鑑
み、直ちに子供を社会全
体で持ちたくなる政策を
打ち出すべきである。こ
のため、我が国で初めて
となる「子供年金制度」
（安定した給付金制度）
の創設を提案する。

・支給対象者は、
制度発足時以降に
既に子どもを2人
以上もつ親（保護
者）で、3人目以
降から何人でも対
象に親（保護者）
へ支給すること。
・支給金額は、
月々1人当たり5万
円とすること。
・支給期間は、18
歳までとするこ
と。

・子供年金制度については、国・
県の支援が定かではない中、市が
独自に一般財源による多額の給付
を行うことは、今後の市の財政運
営に多大な支障が生じるととも
に、当市だけでこうした取組を
行っても、人口減少への抑止効果
の向上が想定し難いことから、導
入の考えはない。

健康子
育て部
(こど
も課)
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

7

⑵
人
口
社
会
減
対
策
に
つ
い
て

⑦
上
越
ふ
る
さ
と
学
習
の
推
進

・若者世代の転出が多い
現状の中で、転出した人
が上越に戻ってきたくな
るような取り組みが必要
だと考える。今ここに住
む上越市民が自分たちの
街の良さを実感し、子や
孫などの後世に伝えてい
くこと、つまり郷土愛を
育む教育が、大学卒業後
や退職後などのＵＩＪ
ターンに響いていくと考
える。
・幼少期から上越への愛
着を育て、「上越が好
き！」と思えるような活
動や教育をより推進して
いく必要があるのではな
いか。
・すでに各学校での総合
学習や、夢・志チャレン
ジスクール事業の「夢・
志ある人づくり活動」で
取り組まれている事例も
あるが、上越市一体とし
て全市的に取り組み、上
越市としてふるさとへの
愛着を育てる機運を醸成
していく必要がある。

・上越版ふるさと
学習の手引きを作
成する。「上越ふ
るさと学習」の定
義づけや、実践事
例を収集し、紹介
すること。
・上越市内の幼稚
園・保育園、小中
学校、高等学校等
に対して、「上越
ふるさと学習」実
施のための予算を
つける。例えば地
域の偉人や文化、
歴史、食などにつ
いて学ぶことで、
子どもたちが郷土
愛を育み、ふるさ
とを大切に思うこ
とを目指すこと。
・上越ふるさと学
習コンテストを開
催する。各学校等
の実践を紹介し、
情報共有をすると
ともに、実践の向
上を図ること。

【保育園】
・市内の公立・私立保育園、私立
認定こども園では、地域活動事業
や食育活動等を通じて地域への理
解や愛着の醸成に取り組んでい
る。
【小・中学校】
・上越版ふるさと学習の手引きに
ついては、既に「夢・志チャレン
ジスクール事業」で「ふるさとを
愛する」心を育成するための
「夢・志ある人づくり活動」の定
義付けを行うとともに、各学校か
らの報告書を基に、実践事例が共
有されていることから、作成は考
えていない。
・「上越ふるさと学習」実施のた
めの予算をつけることについて
は、例示されている内容を「夢・
志チャレンジスクール事業」で実
施していることから、今後も事例
の共有を通じて実践の向上を図り
ながら継続する。
・各学校の実践の共有は、上記の
ように実施しており、各学校にお
いては、実践の共有に併せ、自校
の実践について評価・検証を行
い、実践の向上を図っていること
から、上越ふるさと学習コンテス
トの開催は考えていない。
【高等学校】
・高校生のふるさとへの愛着を醸
成するため、上越市PR映像コンテ
ストを開催しており、引き続き、
当該事業を継続する。
・当市在学の高校生とのつながり
を構築し、将来的なUターンの可
能性を高めるため、「じょうえつ
高校生ナビ（SNSアカウント）」
を運用しており、引き続き、当該
アカウントを運用する。

(以下、同様の目的で実施してい
る事業)
【保育園】
・世代間交流等事業：施設や地域
の高齢者等と季節的行事や伝統遊
び等を通じて世代間のふれあい活
動を行う。
・異年齢児交流等事業：地域の児
童とともに地域的行事や共同作業
を通じて社会性を養う。
（次ページに続く）

健康子
育て部
(保育
課)

教育委
員会事
務局
(学校
教育
課)

企画政
策部
(企画
政策
課)
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

企画政
策部
(企画
政策
課)

教育委
員会事
務局
(社会
教育
課)

（続き）
・食育集会や給食献立等を通じ、
地域の食を知る機会を提供するほ
か、収穫体験や調理体験等により
食への関心や意欲を高める。
・保育園において施設の簡単な補
修作業や保育の補助のほか、遊び
を通じて園児と交流する保育園士
を雇用する。
【小・中学校】
・上越市第2次総合教育プランに
ある「ふるさとを愛し、自己実現
を目指す心豊かな人をつくる」こ
とを実現するための取組の１つと
して「夢・志チャレンジスクール
事業」を実施している。
・各学校（例年は市内全学校）
は、郷土の自然や文化・伝統など
の地域の特色や課題を探究した
り、多くの人と関わり地域との結
び付きを深めたりする「夢・志あ
る人づくり活動」を通して、児童
生徒の「ふるさとを愛する」心を
はぐくみ、自己肯定感や自己有用
感を高め、児童生徒が自己実現を
目指せるようになるための資質・
能力を育成している。
・各学校においては、年度末に
「夢・志ある人づくり」について
評価・検証し作成した報告書を全
ての学校で共有している。

・上越の魅力等については、すで
に市や観光Naviのホームページ、
SNS等、既存のコンテンツを通じ
て広く発信、周知を行っている。
これらの取組を通じて、市内外を
問わず、「ふるさと上越」の歴史
や魅力などの情報を得ていただけ
ると考えており、市外居住者を対
象としたリカレント塾等の開催
は、今のところ考えていない。
・インターネットを活用した講座
の配信など、居住地が市の内外を
問わず、また、幅広い世代が上越
市の歴史や魅力などを学べる機会
を提供する手法については、引き
続き検討する。
・なお、当市の出身で市外に居住
する子育て世帯とのつながりを構
築し、将来的なUターンの可能性
を高めるため、「サクライト上越
市民（SNSアカウント）」を運用
しており、引き続き、当該アカウ
ントの運用を継続する。

8

⑵
人
口
社
会
減
対
策
に
つ
い
て

⑧
リ
カ
レ
ン
ト
塾
（
社
会
人
版
ふ
る
さ
と
学
習
）

の
実
施

・若者世代の転出が多い
現状の中で、転出した人
が上越に戻ってきたくな
るような取組が必要だと
考える。
・上越市外に住む上越市
出身者の中には、上越の
ことに興味や関心をもっ
ている人もいる。社会人
になってからも、上越に
ついて知ったり考えたり
する機会をもつことで、
人生の様々なタイミング
において「上越に住む」
という選択肢を考えるこ
とにつながるのではない
か。
・移住を検討している人
向けのセミナーや相談会
は行われているが、もっ
と気軽に上越のことを知
ることができたり、上越
に関わりのある人と交流
したりできる場があると
良い。

・市外居住者をメ
インターゲット
に、上越の今や、
上越の歴史、魅力
などを知ってもら
えるような講座を
行うリカレント塾
を実施すること。
・講座だけではな
く、上越市出身者
や上越に関心のあ
る人が集い、交流
ができる場を作る
こと。
・首都圏をはじめ
とする市外での開
催が良いと考える
が、コロナ禍でオ
ンライン開催の効
果も見えており、
様々な手法での実
施を検討する。オ
ンライン開催であ
れば、市内居住者
と市外居住者を結
ぶこともできるこ
と。
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

9

⑵
人
口
社
会
減
対
策
に
つ
い
て

⑨
企
業
誘
致
の
推
進

・若年層等が都会から故
郷上越市に帰りたいと
思っても家族の生活や子
供の教育費など、将来の
ことを考えると二の足を
踏むことが統計資料から
明らかになっている。さ
らに新型コロナウイルス
の影響で、テレワークや
ワーケーション、地方移
転や地方拠点（サテライ
トオフィス）の設立な
ど、働く場所について見
直されている。若年層等
や女性にとって魅力的な
働き場の確保を図るた
め、様々なアンテナを張
りつつ「企業の国内・世
界戦略」、「経済動向」
を捉える体制を整え、新
たな分野の企業誘致を効
率的かつ積極的に推進す
べきである。

・企業誘致の環境
整備と企業誘致を
推進するため、関
連部署が一体かつ
横断的に対応でき
る全庁的なプロ
ジェクトチームま
たは専門部署を設
けて重点的に取り
組むこと。
・プロジェクト
チームまたは専門
部署は市長又は副
市長の直轄とする
こと。
・女性や若者に
とって魅力的な働
く環境を整備する
ために、長期ビ
ジョンを策定し、
戦術・作戦・戦略
を練り上げるこ
と。

【企業誘致】
・ＩＴ技術の進化や働き方の多様
化、さらにコロナ禍によるリモー
トワークの普及などによる地方へ
の拠点整備の動きを捉え、若者や
子育て世代にとって魅力的な働く
場を創出するため、ＩＴ企業等の
サテライトオフィス誘致に取り組
んでいる。
・現在、長期的なビジョンの策定
を行う予定はないが、令和4年度
の新規事業である「サテライトオ
フィス誘致支援業務委託」におい
て、誘致業務をＩＴ業界に精通す
る企業に委託し、取組の強化を
図っている。
・委託では、市の魅力を踏まえた
他市との差別化を図る誘致方針の
作成や同社が持つ広いネットワー
クを活用した企業誘致ツアーの開
催、動画によるＰＲなどの誘致活
動を行う。また、当市にマッチす
るターゲット企業の絞り込みやア
プローチなど新たな誘致手法及び
当市の魅力を踏まえた他市との差
別化による戦略の検討を行ってい
るところである。
・あわせて、これまでに誘致実績
のある地縁者や当市に関わりのあ
る企業へのアプローチも継続して
おり、Ｒ 4年度は数社が進出予
定。

【プロジェクトチームの設置】
・現在、企業誘致については、専
門部署として産業立地課が中心と
なり、必要に応じて関係課と連携
しながら部局横断的に取り組んで
いることから、プロジェクトチー
ムの設置は考えていない。
・なお、市の新しい行政組織につ
いては、行政課題に迅速かつ的確
に対応する企画力と実行力を備え
る組織体制の整備に向け、人事改
革プロジェクトにおいて検討を進
めているところであり、提言も参
考として検討していく。

総務管
理部
(人事
課)

産業観
光交流
部
(産業
立地
課)

19



№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

・市では、スマート農業の導入を
一層推進するため、国の支援事業
を紹介するとともに、スマート農
業技術の実演会や農業機械に触れ
る機会を提供するほか、市ホーム
ページで農業機械の実証や特徴を
紹介している。
・また、スマート農業技術、機械
の普及に向けて、農業者の疑問や
知りたいことを相談できる窓口を
農政課内に設置しており、今後も
継続的に取組を進めていく。
・中山間地域における生産性向上
を図る農業者に対しては、中山間
地域等直接支払交付金（生産性向
上加算）の活用を促し、スマート
農業技術の導入支援を行ってい
く。なお、本交付金によりスマー
ト農機を導入する場合は、生産性
向上に関する定量的な目標の設定
と達成が必要であるため、農業者
に対して手助けしていく。

10

⑵
人
口
社
会
減
対
策
に
つ
い
て

⑩
ス
マ
ー

ト
農
業
の
推
進

・日本の農業は、なかん
ずく上越市において、農
業従事者の高齢化・後継
者不足に伴う労働者不足
をはじめ、耕作放棄地の
増加や食料自給率の低下
などさまざまな問題を抱
えている。そして、農業
の現場では依然として人
手に頼る作業や熟練者で
なければならない作業が
多く、省力化・人手の確
保、負担の軽減が重要で
ある。農業で必要な生産
技術やノウハウを習得す
るには、長い年月を要す
るため、農業は未経験者
にとってハードルの高い
ものとなっている。急速
な人手不足が進む農業界
において、これは非常に
大きな問題である。この
問題の解決策として、ス
マート農業が重要であ
る。スマート農業は、熟
練農業者の技術やノウハ
ウ、判断などをデータ化
して蓄積・活用すること
で、匠が長年の経験に
よって習得した「勘」や
「コツ」を、新規農業者
でも短期間で習得できる
メリットがあり、新規や
若者が農業に従事しやす
い環境の整備に繋がる。

・市が農業者に対
して国の支援事業
及び先進地域事例
等を紹介し、ス
マート農業の導入
を一層推進するこ
と。
・中山間地におけ
るスマート農業を
導入しようとする
農業者に対し、事
業実施計画書の作
成等の手助けを行
い、スマート農業
を導入しやすい環
境をつくること。
・スマート農業を
導入している農業
者に対し、実施研
究会を行い、ス
マート農業導入の
メリット等の普及
に努めること。

農林水
産部
(農政
課、農
村振興
課)
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

11

⑶
人
口
減
少
社
会
の
中
で
も
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
す
対
策
に
つ
い
て

・ファミリーサポートセンター事
業は、既に全市的に実施してい
る。
・特定非営利活動法人マミーズ
ネットに業務を委託し、依頼会員
のニーズに応じてコーディネート
を行うほか、必要な知識や技術を
学ぶ養成講座を開催し、資質の向
上を図っている。
・提供会員の確保に向けては、広
報上越への募集記事の掲載や公民
館事業の受講者、子育てセミナー
の参加者等を対象とした説明会の
開催を通じ、随時募集を行ってい
る。
・このほか、所得の少ない子育て
世帯に利用料の助成を行うととも
に、令和4年度から集団保育等が
困難な病児の預かりを試行的に実
施するための体制づくりを進め
た。

健康子
育て部
(こど
も課)

⑪
フ
ァ

ミ
リ
ー

サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー
の
充
実

・ファミリーサポートセ
ンターは「育児を援助し
てほしい人」と、「育児
を応援したい人」を双方
の状況やニーズに応じて
調整等を行い、橋渡しの
役割を行っている。
・援助内容は、保育施設
の保育開始時間前や保育
終了後の子供の預かり、
保育施設までの子供の送
迎、習い事の送迎などで
ある。
・現状、合併前上越市に
提供会員・依頼会員が集
中し、13区は提供会員・
依頼会員が少ない、また
0の区もある。活動状況
が見えれば、提供会員・
依頼会員ともに増え、よ
り子育てしやすい環境に
なるのではないかと考え
る。

・ファミリーサ
ポートセンターは
主に合併前の上越
市で実施されてい
るが、制度を全市
的に拡大し、運営
の拠点性を高め、
アドバイザーの充
実を図って充実さ
せること。
・近くに提供会員
がいることがわか
れば依頼会員も増
える為、現在の提
供会員の登録数
を、地区別にホー
ムページや広報等
に載せること。
・現状、提供会員
が少ない状況であ
る。それは、子ど
もを預かる際に不
安や戸惑いがある
と考える。その場
合は、ファミリー
サポートセンター
のアドバイザーが
手厚くバックアッ
プできるような仕
組みを作ること。
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

企画政
策部
(企画
政策
課)

都市整
備部
(都市
整備
課)

農林水
産部
(農政
課、農
村振興
課、農
林水産
整備
課)12

⑫
農
都
市
を
概
念
と
し
た
ま
ち
づ
く
り

・上越市の大きな特徴
は、農村空間と都市空間
が融合した、自然・生
産・生活が快適調和する
ことを可能とする、まち
づくりが出来る「農都
市」である。しかしなが
ら、国難といわれる人口
減少社会において、今後
を展望するに当たって
は、人口減少は止む無し
と受け止めるのではな
く、ピンチをチャンスに
転換させる大胆な政策転
換が必要と考える。特
に、新幹線を手にした今
日、これまでの雪国、裏
日本という負のイメージ
から脱皮し、新関東圏と
いうイメージをもって、
ＩＴ・ＡＩ企業の誘致、
スタートアップ企業の育
成、医療福祉が充実され
たスマートタウン整備な
ど、経済活動を活性化さ
せ、人々が暮らいやすい
まちづくりを進め、子ど
もを産み育てやすい環境
（人口減少をストップ）
の整備を急ぐ必要があ
る。

・政府のデジタル
田園国家構想に呼
応し、デジタルイ
ンフラ整備を前提
とした上越市独自
のデジタルアーバ
ンビレッジ（優良
田園居住区）の建
設を新幹線周辺な
どに整備し、若
者、移住者、起業
者などの新たな居
住空間での活動拠
点を用意すること
により、人口の増
加を図ること。
・ＳＤＧｓの理念
に根差した持続可
能（サスティナビ
リティ）とする農
村社会の仕組みと
して、地域経営会
社（自立したロー
カル経営体制＝農
村ＲＭＯ）の設立
を目指し、人が、
子どもたちが安心
して暮らせる場所
としての、みどり
の生活快適都市
「農都市」を建設
し、安定した環境
の中で人口の増加
を図ること。
・上越市食料・農
業・農村基本条例
の実効性を高める
こと。

・「農都市」が目指す理念は、市
長の所信の中で提示した「循環共
生社会の構築」の視点と重なるも
のと捉えており、また、地域のそ
れぞれの価値や魅力を見つめ直
し、相互に理解し、つながりや支
え合いを強固にしていく点におい
て、ＳＤＧｓの推進やその達成に
貢献する考え方であると認識して
いる。
・第7次総合計画の策定に当たっ
ては、SDGsが掲げる17のゴールと
関連が強い施策を紐づけするとと
もに、ありたい姿の実現に向けた
成果指標として、SDGsのローカル
指標を設定するなど、SDGｓと一
帯的な取組を進めていくこととし
ている。
・これまでに、田園町内、上箱井
町内の2か所に周辺のほ場整備事
業の実施にあわせて、非農用地を
創設換地として生み出し優良田園
住宅団地を整備したが、現在の計
画（上越市都市計画マスタープラ
ン等）では、市街地を適正な規模
とした持続可能な都市構造の構築
を目指すこととしていることか
ら、市街地郊外の優良な農地を非
農用地に転換して、住宅地を整備
する考えはない。
・持続可能な農村社会を形成し、
農林水産業等の地域産業の担い手
を確保するため、特定地域づくり
事業協同組合の設立を支援してい
る（ R4.5_星の清里協同組合設
立）。
・また、農業政策については、上
越市食料・農業・農村基本条例の
下、上越市食料・農業・農村基本
計画及びアクションプランに基づ
き取組を進めている。

⑶
人
口
減
少
社
会
の
中
で
も
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
す
対
策
に
つ
い
て
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№ 趣旨 具体策
提言に対する市の取組
【令和4年10月現在】

担当
部局

区分

13

⑬
中
山
間
地
対
策
と
し
て
の
交
通
イ
ン
フ
ラ
整
備

・広大な上越市において
は住環境が異なる。街中
はオフィス街や店舗街で
賑わい、教育施設、総合
医療施設も近い、一方山
間地は自然豊かな住環境
が広がり心和む。しか
し、特に山間地は少子高
齢化が顕著であるため、
人口流出や集落の過疎化
に拍車がかかり深刻であ
る。そこで、若者や高齢
者が安心して暮らせる
「命の道」と言われる
「上越魚沼地域振興快速
道路」がある。地域に
とってこの道路の早期開
通が血脈となり、私たち
のまちに新たなヒト・モ
ノ・文化の出会いを運ん
でくれる。経済の広が
り、地域医療の不安解消
に向け、その効果は計り
知れない。全長は60㎞、
現在一部の区間16㎞開通
済みだが、未着工の区間
もあり、上越市管轄区間
の早期開通が望まれる。

・上越魚沼地域振
興快速道路のうち
「安塚・大島区
間」の整備につい
ては、地域活性化
等のため、喫緊の
課題であることか
ら、早期に完成さ
せること。
・現在の事業区間
の整備を促進し、
上越魚沼地域振興
快速道路の早期共
用による経済発展
及び地域振興、並
びに公共福祉の増
進のために、上越
魚沼地域振興快速
道路の周辺整備に
ついて、市独自の
発展計画を策定し
整備すること。

・上沼道沿線市町で組織する「上
越魚沼地域振興快速道路建設促進
協議会」において、上越市長が会
長を務め、当路線の整備促進に向
け先頭に立って要望活動を行って
いる。今後も沿線市町が連携し
て、整備区間の早期完成及び未着
工区間の調査推進、早期着工が図
られるよう、国、県へ強く要望し
ていく。
・周辺地域の経済発展や地域振興
に向けては、上越魚沼地域振興快
速道路の共用開始時期を見据えた
上で、地域の状況やニーズ、時代
の潮流等を踏まえ、計画的に整備
を進めることが必要である。
・現在、整備・活用の促進に向け
て、第7次総合計画（土地利用構
想）において、寺インターチェン
ジ周辺をゲートウェイとして新た
に位置付けているところであり、
引き続き、進捗状況を注視しなが
ら、必要な計画等について検討を
進める。

企画政
策部
(企画
政策
課)

都市整
備部
(道路
課)

⑶
人
口
減
少
社
会
の
中
で
も
豊
か
に
暮
ら
せ
る
社
会
を
目
指
す
対
策
に
つ
い
て
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